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　　表紙のことば 毎年、年末年始の晴れた日は、ඣ神山に登り、岩手山をோめながら一
年の無事に感謝し、またこれからの一年の無事をفってきます。
令和６年も皆様にとっていい年でありますことをف念いたします。

2022年12月31日　ඣ神山からࡱ影　
　　　　（紫波郡地域包括ケア推進支援センター　伊藤　信一）
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編集後記

　薬局の棚が空いている状況は、想像もしていませんでした。先生方も処方に必要な薬が

不足しているために、診療に影響が出ているのではないでしょうか。

　医薬品の不安定供給は、ジェネリックメーカーの製造工程上の不正により、令和3年以

降、業務停止命令等の行政処分が相次いだことと重ねて、新型コロナウィルス感染の流行

によって需要が増したことで今尚続いております。

　メーカー側も供給制限や販売停止等を余儀なくされ、供給不足の状況は現在回復できて

いません。厚生労働省によると、入荷不足の品目数は3,000以上と見ているようです。医療

用医薬品全体の2割にあたるとのことです。メーカー側にとっても原薬価格の上昇、薬価の

引き下げ、人件費の上昇、多品目少量生産など採算性の低下もあり、厳しい事情があるの

も確かです。ここ数か月で改善するとはとても思えないのが現状です。

　政府、厚生労働省には、早期に解決策を示していただき、より良い医療が提供できるこ

とを望むばかりです。

　先生方の投稿（エッセイ・表紙の写真・絵画などなんでも構いません）を随時お待ちし

ております。ご意見・ご要望がございましたら医師会事務局までお寄せください。

Ｅ．肌クリニック不来方　遠藤直樹
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【事務局】〒０２８－３６１４ 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第５地割３３５番地
TEL（019）611－2211 FAX（019）611－ 2216
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紫波郡医師会	会長　木　村　宗　孝

　令和６年の新春を迎え、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

昨年は、岩手の誉、大谷翔平選手のＷＢＣ優勝、ＭＬＢホームラン王・ＭＶＰ獲得、ドジャー

ス球団移籍等華々しい話題もありましたが、政治経済の面では円安の進行や資源価格の上昇

による諸物価の高騰、また少子化による各業種の人材不足の顕在化や政党パーティー資金の

裏金問題、国外に眼を向けますと、ロシアのウクライナ侵略の長期化に加え、イスラエル対

ハマスの戦闘とガザ侵攻など不穏な状態が蔓延した年でもありました。

　医療の面では、第９波まで遷延した新型コロナウイルス感染症も終止符は打たれずとも現

状は収束の方向にありますが、インフルエンザが３年振りの流行となり、行政や世間より発

熱外来の必要性が問われております。

　来年度は６年に一度の医療・介護報酬同時改定の年であります。経済財政諮問会議からの

社会保険料への引き下げ圧力が例年にも増して強烈で、傍から見ていても「引き下げ改定止

む無し」の雰囲気が漂っていましたが、医療・介護従事者の給与アップ一点の主張を続け、

医療０.８８%、介護１.５９%の引き上げ改定を得る事に成功しました。振り分けはこれからの

作業もありますので、今後も注視が必要です。

　さて、昨年末に国立社会保障・人口問題研究所は、２０２０年を基点とした２０５０年の推

計人口を公表しました。日本全体では２０２０年１億２,６１４.６万人→２０５０年１億４６８.６万

人(１７.０%減)、同様に岩手県１２１万５３４人→７８万３,２４２人(３５.３%減、減少率全国３位)、

盛岡市２８万９,７３１人→２２万５,３３３人(２２.３%減)、紫波町３万２,１４７人→２万３,５８１人

(２６.６%減)、矢巾町２万８,０５６人→２万２,２８３人(２０.６%減)との結果が出ました。幸い

紫波町、矢巾町は県内でも減少率は低く抑えられていますが、生産年令人口(１５歳～６４歳

以下)は眼に見えるスピードで減少していきます。紫波郡医師会では両町に対し、医療介護

連携の為のＩＣＴ化、ＤＸ化の要請をお願い致しました。今後の人材不足のカバーにはＩＣＴ

化、ＤＸ化は必須アイテムと考えられ、少し時間を頂くかと思われますが、この点に関して

は万難を排して遂行していきたいと考えております。皆様のご協力の程、何卒宜しくお願い

申し上げます。

❖ 巻頭言
令和6年へ向けて
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令和５年度第５回定例理事会報告
日時：令和５年８月２１日(月）18：30～
場所：ケアセンター南昌よりハイブリット開催

  （１）盛岡地域産業保健センター運営協議会委員の推薦について

現委員の木村宗孝先生を継続して推薦。本人承諾。

 （２）矢巾町介護保険事業計画等検討委員会副会長の委嘱について

現委員の木村宗孝先生を委員会副会長へ新規推薦。本人承諾。

 （３）岩手県保健医療計画（２０２４-２０２９）へ「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」

を位置づけることについて

次期、保健医療計画の策定にあたり、在宅医療の拠点となる医療機関を選定すること

について、全医療機関へアンケート調査を実施することを了承。

 （４）医師会からの要望書（帯状疱疹）への回答について

帯状疱疹ワクチン接種については、紫波町・矢巾町ともに９月議会にて予算計上後、

令和５年度第４回定例理事会報告
日時：令和５年７月１３日(木）18：40～
場所：中ノ橋通　東家別館（会費制）

 （１）社会保険医療担当者の新規個別指導②の実施について

７/２０（木）１５：３０～１６：３０アイーナ８階にて実施。理事の立会は、木村宗孝先生に依頼。

 （２）紫波町・矢巾町教育委員会共同の結核対策委員会の終了について

平成１８年の結核流行期に立ち上げられた標記委員会について、渡辺立夫先生と武内

健一先生が要精密者の抽出及び検査結果の読影をする形で実施していたが、結核患者

の減少及び精査に時間がかかることを踏まえ、委員会を終了し、今年度以降は、渡辺

内科医院に委託することとなった。

 （３）内丸メディカルセンター発熱外来報告会及び慰労会（名簿登録者対象）について

盛岡市医師会が７/３０（日）報告会及び慰労会を企画。該当される先生方には案内状を

ＦＡＸ済。

 （４）紫波郡地域包括ケア推進協議会ワーキンググループ委員の推薦について

医科・歯科・薬科各分野の代表を選出。医師会から、野崎有一先生を推薦することに

ついて了承。

 （５）救急指定病院の更新に係る意見書について

南昌病院の指定更新に係る意見書について、理事会推薦を受けて提出。

 （６）生涯教育申請：９/１２（火）メトロＮＷ「糖尿病関係」を承認

 （７）新型コロナワクチン接種体制について

春の対象者の接種は順調に進んでおり、７月一杯を目途に終了。秋以降に再開予定。

 （８）コロナ感染症５類移行後の体制について

盛岡医療圏として連絡会を開催。消防車の搬送にて受け入れ困難事例があり保健所が

介入した。
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令和５年度第６回定例理事会報告

日時：令和５年９月１１日(月）18：45～
場所：ケアセンター南昌よりWEB開催

 （１）令和６年度紫波第三中学校の学校医変更について

 現在学校医の城戸先生より、Ｒ６年度は辞退の意向あり。後任について直島淳太先生

を推薦。

 （２） 岩手県保健医療計画（２０２４-２０２９）の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」

のアンケート集計及び今後について

 ２５医療機関より調査協力があった。今回の意見を基に先生方の意向を取りまとめ、

岩手県の目標とする１１月までに最終案を提出できるよう医師会として調整。　　　

１１月より接種開始予定。

 役場では、広報・チラシにて接種券を役場へ申し込むよう周知し、本人住所へ接種券

を郵送する。接種券の到着後、本人が直接医療機関へ予約を取る。予診票は医療機関

備え付けとし、請求は他の予防接種と同様の手順で役場へ提出する。

 医師会では、９月に協力医療機関を募り、接種履歴カードの作成・配布を行う。注意

点として、シングリックス（不活化ワクチン）の２回目接種は、ワクチンの有効性に

より、６か月以内を助成対象とする。

 （５） 医師会からの要望書（ＩＣＴを活用した医療・介護連携の推進）への回答について

 紫波町・矢巾町より、課題となっている高齢化率上昇・生産年齢人口の減少に伴い、

効率の良い医療介護連携を目指すために、２０２５年の短期及び２０４０年の長期目標を

設定し、紫波郡地域包括ケア推進支援センターとともにＩＣＴ化へ向けて積極的に取

り組むと回答あり。

 （６） 矢巾町事業（初回産科受診費助成・特定健診向上率）について

 矢巾町では、産科の初回受診費用を償還払いで助成。特定健診健診率向上も目指す。

 （７） こども家庭庁乳幼児発育身体調査について（１０年に１度の全国改訂）

 矢巾町の１歳６月（９/６）、紫波町３歳児健診（９/１３）にて対象児５名を実施予定。

 （８） マイナンバーカードによる資格証の確認について

 現在の健康保険証は、Ｒ６秋以降、マイナンバーカードに集約される見込み。

 （９） 岩手西北医師会主催「もの忘れ相談医・認知症サポート医ステップアップセミナー」

後援を承諾

 （１０） 日本赤十字事業に対する協力について（例年通り各医療機関の判断）

 （１１） 新型コロナワクチン接種体制について

 ９月開始手順に係る説明会の開催。紫波町：９/８（金）、矢巾町８/２９（火）

 （１２） コロナ感染症５類移行（５/８）後の体制について

 ５類となってから９月までは移行措置期間。１０月以降、岩手県ではインフルエンザ

検査を行っている全内科医療機関においてインフル・コロナ同時検査体制をとれるよ

う勧奨。
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 （３）帯状疱疹予防接種の実施について

紫波町・矢巾町議会で、助成に係る予算案が可決。改めて、先生方へ実施の可否を伺う。

シングリックスについては、窓口で２回目の接種券を返却することと、１回目接種か

ら６か月を過ぎると助成の対象外となることに留意。紫波郡医師会で接種履歴カード

を作成。

 （４）令和６年度休日当番医お盆期間の体制について

本年５月総会にて、お盆の当番医整備については理事会一任となり、来年度日程につ

いて協議した。担当の松尾理事より説明があり、８月１３日（火）、１４日（水）に当番医

の実施を決定。　

 （５）生涯教育申請：１０月２日(月)（大塚製薬）循環器関係を承認

 （６）新型コロナワクチン接種体制について

 （７）コロナ感染症５類移行後の体制について

定点報告のみとなっている陽性数について、８/７より、管内の外来対応医療機関へ

検査件数と陽性者数の調査を実施。盛岡医療圏医療体制連絡会へ陽性率を報告。困難

事例は、事前連絡のない方や自家用車で待機をお願いしても暑い中徒歩で見える方の

対応に苦慮していること。症状がない方には、自己検査を勧めて、陽性の場合は受診

先を紹介していること。紹介された医療機関では、陽性者のうち、自院での検査は３

分の１に留まり、他は治療薬のみ処方していること。登校・登園の判断のために、い

まだに医療機関での検査を求めていること。症状のない方で検査を希望する場合は保

険診療となることや検査数軽減への協力について、周知徹底していくこととする。

 （８）職員の給与について

令和５年１０月より岩手県の最低賃金が８９３円になることに伴い、職員の賃金につい

て、現行の時給８６０円から９００円とすることを承認。

令和５年度第７回定例理事会報告
日時：令和５年１０月１６日(月）18：45～
場所：ケアセンター南昌よりWEB開催

 （１）盛岡圏域ヘルスサポートネットワーク会議委員の推薦について

現在の木村宗孝先生に代わり、新しく箱﨑誠司先生を推薦。１０/４会議出席報告あり。

 （２）紫波町総合計画審議会委員の推薦について

新規委員として、加藤博巳先生を推薦。本人承諾。

 （３）紫波町いのち支える自殺対策計画策定委員の推薦について

現委員の伴　亨先生を継続して推薦。

 （４）岩手県災害医療コーディネーター委嘱に係る連絡先等の確認について

現委員の箱﨑誠司先生、堀江　圭先生を継続して推薦。連絡先確認書類の記載を依頼。

 （５）「第８２回一関・盛岡間駅伝競走大会」救急車両乗車医師派遣について

昨年に引き続き、堀江　圭先生を派遣することについて承認。

 （６）岩手県保健医療計画「在宅医療に係る調査」報告について

８月の調査結果を基に、なおしま医院を中心に、地域医療連携協力医療機関を取りま
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とめ報告。

 （７） 「盛岡地域医療安全対策研修会」に係る後援について承諾

 （８） 盛岡南高校と不来方高校の統合に係る進捗状況について

 現在の不来方高校は１学年２４０人、南高校は２００人のところ、令和７年４月より、1

学年３２０人として「南昌みらい高校」へ統合。全校生徒数は７５０人から９６０人へ増員

することになり、学校医の負担が懸念。岩手県医師会では、県内５か所の市町を超え

て統合される高校の学校医について岩手県と検討中。令和６年度の回答予定。正式決

定後、学校医について協議とする。

 （９） 小児インフルエンザワクチン助成期間延長に係る議論について

 岩手県は、小児のワクチン未接種がインフルエンザの流行要因であるとして、町に対

して、３月までの助成期間延長を申入れた。今年度は、２月までの延長を盛岡市と申

し合わせの上、医師会とも合意しており、さらに、ワクチンの返却期限が３月上旬で

あることを踏まえ、来年度に持ち越しとした。

 （１０） Ｒ６年度特定健診（国保）の委託料について承認

 町の予算に係る健診の単価は今年度と同様とし、基本的な項目８,６２０円、心電図１,

４４０円、貧血・クレアチニン検査５００円、眼底検査６２０円で承諾。

 （１１） 矢巾町コロナワクチン接種に係る受付システムの延長について

 ワクチン配給の遅れから、来年３月までワクチン接種が延長となった。両町ともにコー

ルセンターは１２月で廃止。紫波町は、現在の予約システムを継続し役場職員が対応。

矢巾町では、各医療機関によるインフルエンザと同様の対応を希望していたが、協議

の結果、年度内は町で対応することとする。

 （１２） 令和６年度休日当番医に係る発熱患者への対応について（調査報告）

 休日当番医における発熱患者へのコロナ・インフル同時検査について調査の結果、内

科はすべて実施、他に眼科、整形外科においても協力あり。解熱剤の処方のみを含め

当番医３０か所のうち、２５か所において発熱患者へ対応が可能となった。

 （１３） 消化器内科に係る生涯教育講座について

 会員より、紫波郡医師会の主催で消化器内科に係る勉強会を開催してほしいと要望が

あった。

 今後の進め方については加藤博巳先生に一任することとなった。

 （１４） 気仙医師会からの就業規則の照会について

 職員の就業規則について照会。当会では、パート従業員に関する規則が整備されてお

らず、至急整備の上回答の予定。これを承認。

 （１５） 紫波医報№２４５号について

 巻頭言：木村宗孝先生、講演会：１０/１８清水哲郎先生、１１/１６鈴木　徹先生・吉川和

寛先生、編集後記：遠藤直樹先生に依頼。１０月から紫波医報（１月号、７月号）をホー

ムページの会員ページに掲載。来年度より、理事会報告を別に作成し、会員向けの医

報（３月号・５月号・９月号・１１月号）として２か月に一度掲載することを承認。

 （１６） 新型コロナワクチン接種体制について

　　　９月開始ワクチン接種状況は、１１月まで予約が入り順調に進む見込み。

 （１７） コロナ感染症５類移行後の体制について

 陽性率に関しては減少傾向であるが、インフルエンザによる学級閉鎖も見られる。
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 （１）矢巾町煙山保育園嘱託医の推薦について

現嘱託医の田中健太郎先生を継続して推薦。本人承諾。

 （２）国保特定検査の状況と要検査者に対する受診勧奨への協力について

両町では、今年度集団健診を終了した方の中から、検査対象の方に受診通知を郵送。

通知を持参して検査を受けられる方への配慮について承諾。

 （３）新型コロナワクチン接種体制について

ワクチン配送の遅れから、１２月までの接種予定を３月まで延長。両町ともに、予約

受付のコールセンターを１２月で廃止後は役場職員が対応する。令和６年度からは、

インフルエンザと同様に、秋以降の開始となる見込み。今後のワクチンの価格設定、

助成金額等の詳細は未定。

 （４）コロナ感染症５類移行後の状況について

コロナ感染症は、減少傾向にあり、代わりに、インフルエンザが猛威を振るい、中学

校で多数発生。当番医では、診察終了が１９時３０分までとなるところもあり、検査キッ

ト、治療薬ともに不足している状況。今後、保育園、小学校に広がる可能性があり、

年末・年始に向けてさらなる協力を仰ぐ。

 （５）令和６年度休日救急当番医について

担当の松尾理事より、過去のデータから、５月連休、お盆、正月、連休、共通薬局に

配慮した当番医予定表が示され、これを承認した。次年度総会にて、閉院又は当番医

を辞退される予定がある場合は、計画に取り掛かる前の９月末までに一報をいただく

ことを提案し了承。

 （６）令和６年度紫波郡医師会役員改選及び定例総会について

３月に、役員選挙の公示を行う。立候補締め切りは３/１５。３/１８の理事会にて協議。

５/１６が岩手県医師会への改選報告期限。総会を５/１３（月）、５月理事会は５/２０(月)

を予定。

 （７）生涯教育申請：１２/２１ １９：００(ＷＥＢ開催)ファイザー「コロナ治療薬について」を

承認

令和５年度第８回定例理事会報告
日時：令和５年１１月２０日(月）18：45～
場所：ケアセンター南昌よりWEB開催

令和５年度第９回定例理事会報告
日時：令和５年１２月１８日(月）18：45～
場所：中ノ橋通　東家別館（会費制）

 （１）盛岡地域県立病院運営協議会委員の推薦について

現委員の木村宗孝先生を継続して推薦。本人承諾。

 （２）令和６年度紫波町学校医の継続について

学校医継続について了承。紫波３中は、城戸正美先生の後任に直島淳太先生を推薦。

 （３）紫波町・矢巾町幼児健診連絡会（書面開催）について
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 Ｒ４健診報告、スポットビジョンスクリーナー、胸囲・頭囲測定の省略、Ｒ６年度健

診日程案を協議。

 （４） 新型コロナワクチン接種体制について

 １１/３０紫波町・矢巾町・医師会が連絡会を開催。今年度の秋開始接種の接種率は、

６５歳以上がおよそ７０％、１２歳以上で３０％、１１歳までが３％。紫波町の集団接種は

１２/１０まで実施。その後３月まで個別接種で対応。矢巾町は、３/１６（土）をもって全

接種を終了。ファイザーワクチンの在庫終了後は、モデルナと第一三共を使用。１１

/２７に国の自治体向け説明会開催。令和６年度は、秋以降、年１回のＢ類疾病の定期

接種となり、インフルエンザとほぼ同様となる見込み。町の意見として、現段階では

医療機関ごとの予約受付とし、助成金額はワクチン価格が示された段階で検討する予

定。１２月下旬、さらに国の説明会開催予定。

 （５） コロナ感染症５類移行後の体制について

 インフルエンザの発症増加により、コロナ感染症は減少傾向に見えていたが、年末・年始に向

けて余談を許さない状況である。

　会員の先生方で、入会時以降に住所や勤務先、その他下記の変更等がございまし

たら、医師会事務局までお知らせください。

ᶃ໊ࢯมߋ

ᶄࢪઃ໊শͷมߋʢ๏ਓԽؚΉʣ

ᶅࢪઃॴࡏɾి൪߸ͷมߋʢॅ

ؚΉʣߋදࣔͷมډ

ᶆࣗॅݱॴɾి൪߸ͷมߋʢॅ

ؚΉʣߋදࣔͷมډ

ᶇࢪઃҟಈʢۈઌͷมߋɾࣗձ

һͷҟಈؚΉʣ

ᶈจॻୡઌͷมߋ

ᶉຊਓɾՈͷீܚ

ᶊ๙ষΛडষ͞Εͨ߹

　また、病院・診療所を休院や廃止される場合や診療時間に変更等が生じた際も、

お手数ですが、医師会事務局までお知らせください。　　　 紫波郡医師会事務局

· 事務局からのお知らせ ·
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7/5 水 帯状疱疹ワクチン助成・ICTに係る要望書提出（矢巾町） 矢巾町役場２階 　     9：50 木村、伊藤

7/7 金 矢巾町子ども子育て委員会 矢巾町公民館 15：00 田中

7/9 日 岩手県医師会総会・医学会総会 メトロポリタンＮＷ 　     9：30 木村、関、伊東

7/10 月 帯状疱疹ワクチン助成・ICTに係る要望書提出（紫波町） 紫波町役場２階 10：00 木村、伊藤

7/10 月 第１回矢巾町成年後見制度利用促進審議会 さわやかハウス 15：00 木村（欠席）

7/10 月 盛岡医療圏医療体制連絡会議（Ｂグループ） 県央保健所ＷＥＢ開催 17：30 木村

7/13 木 社会保険医療担当者の新規個別指導①立会 アイーナ７階701号室 14：00 藤島

7/20 木 社会保険医療担当者の新規個別指導立会 アイーナ８階811号室 15：30 木村　

7/27 木 紫波郡地域包括推ケア進協議会 紫波町役場３階 18：30 木村、野崎

7/27 木 第１回健康づくり協議会 さわやかハウス 18：30 木村（欠席）

7/28 金 紫波郡医療介護連携「入退院支援研修会」 さわやかハウス 14：00 伊藤（連携）

7/29 土 岩手県医師会広報委員会 岩手県医師会館 15：00 木村、早坂

7/31 月 盛岡地域外来・検査センター運営報告会 メトロポリタンＮＷ 19：00
藤島、直島
武藤

8/3 木 帯状疱疹ワクチン接種助成等に係る担当者会議 ケアセンター１階会議室 13：00 両町、事務局

8/5 土 第１回郡市医師会長協議会（理事会） 岩手県医師会館 15：30 木村

8/7 月 盛岡医療圏医療体制連絡会議（Ｂグループ） 県央保健所ＷＥＢ開催 17：30 木村、伊藤

8/8 火 ９月開始ワクチン接種連絡会 ケアセンター１階会議室 11：00 両町、木村

8/17 金
乳幼児発育身体調査及び特定健診受診率向上に
係る担当者会議

ケアセンター１階会議室 15：30 両町、事務局

8/22 火 第１回矢巾町介護保険事業計画等検討委員会　 さわやかハウス 10：00 木村

8/31 木 第１回盛岡圏域自殺対策推進連絡会 盛岡地区合同庁舎８階 14：00 欠席

9/4 月 盛岡地域医療連携推進（地域医療構想調整）会議 県央保健所ＷＥＢ開催 18：30 木村

9/11 月 盛岡医療圏医療体制連絡会議（Ｂグループ） 県央保健所ＷＥＢ開催 17：30 木村、伊藤

9/12 火 学術：「合併症予防を考えた糖尿病治療」（ノボ） メトロポリタンＮＷ 19：00 関

9/20 水 盛岡赤十字病院臨床研修管理委員会 ＺＯＯＭ配信 16：30 欠席

9/22 金
紫波郡地域包括ケア推進協議会ワーキンググ
ループ会議

紫波町情報交流館 18：30 野崎、伊東

10/1 日 矢巾町ロードレース大会医師派遣 矢巾町体育館 　     8：00 堀江

10/2 月 紫波・矢巾地域医療連携カンファランス（大塚） ニューカリーナ 19：00
箱﨑、佐藤
野崎、直島

10/3 火 連携：かかりつけ医認知症対応力向上研修 紫波町情報交流館 18：30 佐藤（典）、野崎

10/3 火
盛岡市医師会主催
外来感染対策向上加算に係るカンファレンス

教育会館/ハイブリット 19：00
渡辺、高宮
石川、武藤
佐藤、成田

10/4 水 盛岡圏域ヘルスサポートネットワーク会議 エスポワールいわて 14：30 箱﨑

10/13 金 矢巾町介護保険事業計画検討委員会 さわやかハウス２階 15：00 木村

10/13 金 後援：もの忘れ医・認知症サポート医セミナー アイーナ804Ａ 19：00 岩手西北医師会

10/14 土 第２回郡市医師会長協議会・理事会 岩手県医師会館 15：30 木村

10/18 水 連携：医療介護連携ＡＣＰ研修会 紫波町情報交流館 18：30 加藤

2023年  会 務 報 告（7月〜 1２月）
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10/19 木 盛岡医療圏医療体制連絡会 ＷＥＢ開催 17：30 伊藤、事務局

10/21 土 岩手県医師会産業医研修会 岩手県医師会館４階 14：00 会員

10/21 土 岩手県医師会勤務医部会幹事会 大船渡プラザホテル 15：00

11/1 水 紫波町総合計画審議会 紫波町役場 18：30 加藤

11/4 土 日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会 岩手県医師会館４階 14：00 会員

11/14 火 連携：医療介護連携ＩＣＴ研修会 紫波町情報交流館 18：30 野崎

11/14 火 社会保険医療担当者の集団的個別指導 マリオス１８階 14：30 該当2件

11/16 木
学術：「ＣＫＤ診療/ガイドライン2023年版から
考える」（協和キリン）　

やはパーク 19：00
藤島、関
鈴木

11/17 金 岩手県医師会事務局研修 岩手県医師会館３階 14：00 菅原、鈴木

11/18 土 岩手県糖尿病対策推進会議総会 岩手県医師会館３階 17：30 関

11/20 月 盛岡赤十字病院第３回地域医療支援委員会 ＷＥＢ開催 17：30 木村

11/23 祝 岩手日報駅伝　救護班救急車同乗医師派遣 友愛病院-北上-盛岡 　     8：45 堀江

11/24 金 盛岡地区二次救急医療対策委員会 盛岡グランドホテル 19：00 木村

11/25 土 岩手県医師会産業医実地研修会 岩手医大矢巾キャンパス 14：00 会員

11/28 火 盛医主催：感染対策研修会 19：00 外来対応医療機関

11/29 土 第１回紫波町障害者計画策定委員会 紫波町役場 18：00 野崎

11/29 土 糖尿病性腎症重症化予防研修会（住友ファーマ） アートホテル４階 19：00 関

令和５年度幼児健康審査連絡会 書面開催 小児科医

12/2 土 第３回郡市医師会長協議会（理事会15：00）　 岩手県医師会館 16：30 木村

12/4 月
第２回盛岡圏域医療連携推進（地域医療構想調
整）会議　　

盛岡合同庁舎８階 18：30 木村

12/7 木 第３回岩手県立中央病院地域医療連携委員会　 岩手県立中央病院２階 18：00 木村（任期Ｒ７.３）

12/13 水 第３回矢巾町介護保険事業計画検討委員会 さわやかハウス２階 15：00 木村

12/18 月 第９回定例理事会（会費制） 中ノ橋通　東屋別館 18：45 理事・監事

12/21 木 第３回矢巾町成年後見制度利用促進審議会 さわやかハウス２階 10：00 木村

12/21 木 学術：新型コロナ感染症セミナー（ファイザー） ＷＥＢ開催 19：00 医大担当

12/22 金 第２回地域連携ワーキンググループ会議 （未定） 18：30 野崎

12/25 月 第２回紫波町障害者計画策定委員会 紫波町役場 18：00 野崎
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 紫波郡地域包括ケア推進支援センターから

　紫波郡医師会の皆様には、当支援センターの主催する多職種連携研修をはじめ、事業の実施に

あたり、御理解と御支援をいただいておりますことに厚く御礼を申し上げます。

　令和６年も地域包括ケアシステムの構築や医療・介護の連携の推進にご協力くださるよう、改

めてお願い申し上げます。

  ◆  令和５年中の主な取組み

１　紫波郡医師会、紫波・矢巾両町をはじめ、医療・介護関係者や関係機関・団体等との連携

のもとに、在宅療養の医療介護資源（サービス提供事業所、マンパワー）の拡充や担い手の

疲弊防止、多職種連携、ネットワークづくりなどに取り組んでいます。 

２　紫波町及び矢巾町における在宅医療と介護の連携等の推進に係る事項を協議するために設

置されている「紫波郡地域包括ケア推進協議会（会長：紫波郡医師会長）」においては、主

に次のとおりの報告事項等を行いました。 

⑴　令和４年度第２回紫波郡地域包括ケア推進協議会：令和５年３月２日zoomにて開催 

　（協議内容）

◦　令和４年度地域包括ケア推進支援センターの実績報告及び令和５年度事業計画

（案）について　 

◦　令和４年度の紫波町・矢巾町における地域包括ケア（認知症支援・介護予防事業抜

粋）の事業実績（見込）について

⑵　令和５年度第１回紫波郡地域包括ケア推進協議会：令和５年７月２７日紫波町役場会

議室にて開催 

　（協議内容）

◦　令和５年度紫波郡地域包括ケア推進協議会の取組について

◦　令和５年度地域包括ケア推進支援センターの取組方向について

◦　紫波町・矢巾町における地域包括ケア（認知症支援施策・介護予防事業抜粋）の事

業計画について

３　紫波郡地域包括ケア推進協議会にワーキンググループを設置し、日常の療養支援、入退院

支援、急変時の対応、看取りの４つの場面ごとに、現状と課題、必要な対応等を検討してい

ます。紫波郡医師会から、野崎内科・神経内科院長の野崎有一先生に委員として就任してい

ただき、貴重なご意見をいただいております。

  ◆   在宅療養に関する多職種連携研修会等の実施状況（令和５年１月から令和５年12月） 

研 修 名 目的・内容及び講師 対　象　者 参加者数 時期等

令 和 5 年 度 紫 波

郡医療介護連携

「入退院支援・

連携研修会」

  入退院時の課題を共有し、対応策を協議することにより、入退院

時において、医療機関、介護事業所等が協働・情報共有し、一体的

で円滑な医療・介護サービスが提供され、医療と介護の両方を必要

とする高齢者が望む日常生活の実現に資する。

⃝講義等

　・入退院時に必要な基本的な対応について

　・事例発表・グループワーク

講師：岩手県立大学社会福祉学部

　　　准教授　伊藤　隆博　先生

紫波町・矢巾町内の医

師、歯科医師、看護師、

言語聴覚士・理学療法

士・作業療法士、薬剤

師、栄養士、介護職員、

介護支援専門員、ソー

シャルワーカー等の医

療・介護従事者、事務

員、保健師等の地域包

括支援センター職員や

行政職員等　

51人

 （会場のみ）

令和5年7

月28日

14：00～

16：00
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  ◆  今後の主な予定（令和6年1月～令和6年3月）

１　令和５年度第２回紫波郡地域包括ケア推進協議会（令和６年２月１５日１８時３０分～２０時） 

　 　［協議内容］

　 　 ・令和５年度事業報告及び令和６年度事業計画（案）等

２　紫波郡地域リハビリテーション研修会（令和６年２月２１日１４時～１６時）

３　紫波郡地域包括ケア推進協議会ワーキンググループ会議（令和６年３月８日１８時３０分～２０時）

　 　［協議内容］

    　 ・日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取りの４つの場面における主な取組等

２ 　 令 和 5 年 度

紫波郡医療介護

多職種連携研修

「かかりつけ医

等認知症対応力

向上研修会」

　適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人本人とその家族を支

える知識と方法、医療・介護の連携等に関する研修を実施し、認知

症の発症初期から状況に応じた支援体制の構築を図るとともに、医

療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進するため、連携上の課

題と対応について情報交換するなど、「顔の見える関係」づくりか

ら実践的な多職種連携の構築を図る。

⃝行政説明「認知症基本法の概要」

　　岩手県保健福祉部長寿社会課　

　　主任主査　竹原　久美子　氏

⃝講演

　　（座長：医療法人社団帰厚堂南昌病院　

　　　　　　脳神経内科部長　佐藤　典子　先生）

・講演１

　　演題：認知症本人の意向を尊重した生活支援とは？

　　講師：岩手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野

　　　　　助教　赤坂　博　先生

・講演２　

　　演題：認知症診療における本人の意思決定と治療選択の実際

　　講師：岩手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野

　　　　　講師　石塚　直樹　先生

　紫波町・矢巾町内の

医師、歯科医師、薬剤

師、看護師、保健師、

管理栄養士、リハビリ

テーション専門職、心

理職、社会福祉士、介

護支援専門員、介護福

祉士、訪問介護員、地

域包括支援センター職

員等の在宅療養支援関

係者

63人

（会場28人、

オ ン ラ イ ン

35人）

1回

令 和 5 年

10月３日

18：30～

20：00

３ 　 令 和 ５ 年

度 紫波郡在宅療

養・多職種連携

「アドバンス・

ケア・プランニ

ング研修会」

  紫波郡内における地域包括ケアの推進に向けて、在宅療養を必要

とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、アドバンス･ケア･プランニング

や医療・ケアの取組（意思決定支援を含む。）について、地域の医

療関係者や介護関係者、支援者等の理解を促進する。

⃝講演

（座長：加藤胃腸科内科医院　院長　加藤　博巳　先生）

・演題：ポスト健康寿命期のための心積もりとＡＣＰ

・講師：岩手保健医療大学　臨床倫理研究センター長

　　　　清水　哲郎　先生

　紫波町・矢巾町内の

医師、歯科医師、看護

師、言語聴覚療法士・

ＰＴ・ＯＴ、薬剤師、

介護職員、介護支援専

門員、相談支援員、医

療ソーシャルワーカー

等の医療・介護従事者、

保健師等の地域包括支

援センター職員や行政

職員、民生委員等の地

域支援者、盛岡圏域に

所在する基幹病院の地

域連携・在宅療養支援

担当職員等　

59人

（会場35人、

オンライン

24人）

1回

令 和 5 年

10月18日

18：30～

20：00

４　ICTを活用

した医療・介護

連携研修会

　医療と介護を要する75歳以上の高齢者が見込まれる中にあって、

質が高く効率的な医療・介護サービスを提供するため、ICTを活用

した情報共有・連携を推進する必要があることから、すでにICTを

活用した医療・介護連携のシステムを導入し活用している地域にお

ける導入の契機や実践例、システムの全体像、メリット・デメリッ

ト等を学び理解を深めるもの。

⃝講演

（座長：野崎内科・神経内科医院　院長　野崎　有一　先生）

・講演１

　　演題：八戸地域でのICTを活用した情報共有と連携

　　講師：医療法人はちのへファミリークリニック

　　　　（ＮＰＯ法人 Reconnect）　理事長　小倉　和也 氏

・講演２

　　演題：ＭｅＬＬ＋(ﾒﾙﾀｽ)を活用した多職種連携の実際～

　　　　　八戸医療生活協同組合での実践 ～

　　講師：八戸医療生活協同組合　生協ケアプラン･かいごの相談室

　　　　　所長　瀬川　祐介 氏

・講演３

　　演題：八幡平市立病院における医療介護連携の取り組み

　　講師：八幡平市立病院地域医療連携室　

　　　　　主任兼社会福祉士　武内　晶 氏

　紫波町・矢巾町内の

医師、歯科医師、看護

師、言語聴覚療法士・

ＰＴ・ＯＴ、薬剤師、

介護職員、介護支援専

門員、相談支援員、医

療ソーシャルワーカー

等の医療・介護従事者、

保健師等の地域包括支

援センター職員や行政

職員等　

47人

（ オ ン ラ イ

ンのみ）

令 和 5 年

11月14日

18：30～

20：00
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‒７／2８（金）紫波郡医療介護連携入退院支援・連携研修会

ۊொ͞Θ͔ϋεɹ ̍̐ ɿ̏ ̌ɹࢀՃ̑ ໊̍

　テーマ①「入退院時に必要な対応について」

　　講師：岩手県立大学社会福祉学部　准教授　伊藤　隆博 先生

　テーマ②「事例発表」

　　講師：岩手県立中央病院　退院支援看護師　佐々木　章江 氏

　　　　　 南昌病院　医療相談員　吉村　賢人 氏

　　　　　 訪問看護ステーションやはば　看護師　佐々木　夏子 氏

　　　　　 こずかたケアプランセンター　介護支援専門員　高橋　順子 氏

‒９／１２（水）紫波郡医師会学術講演会

ϝτϩϙϦλϯN8�ϋΠϒϦοτɹ̍̕ ɿ̏ ̌ɹࢀՃ̎ ໊̓

座長：せき内科胃腸クリニック　院長　関　英政　先生

演題　「2型糖尿病治療の選択肢としての

　　　　　　　　　　経口GLP-1受容体作動薬への期待」

　　演者：かねこ内科クリニック　院長　金子　能人　先生

‒１０／２（水）紫波・矢巾地域医療連携カンファランス

ϗςϧχϡʔΧϦʔφ�ϋΠϒϦοτɹ̍̕ ɿ̌ ̌ɹࢀՃ̏ ໊̍

座長：南昌病院循環器内科　部長　市川　隆　先生

講演1 　「当院での薬物加療の現状」

　演者：盛岡赤十字病院循環器内科　副部長　田中　健太郎 先生

座長：盛岡赤十字病院循環器内科　部長　小澤　真人先生

講演２　「花北地域における心不全病診連携の取り組み」

　演者：岩手県立中部病院第1循環器内科長　石曽根　武徳　先生

‒１０／８（水）かかりつけ医認知症対応力向上研修

ொใަྲྀؗ�ϋΠϒϦοτɹ̍̔ࢵ ɿ̏ ̌ɹࢀՃ̒ ໊̏

行政説明：「認知症基本法の概要」岩手県保健福祉部長寿社会課

主任主査　竹原　久美子 氏

座長：南昌病院脳神経内科　部長　佐藤　典子 先生

講演1　「認知症本人の意向を尊重した生活支援とは？」

演者：岩手医科大学医学部内科学講座

脳神経内科・老年科分野　助教　赤坂　博 先生

講演2　「認知症治療における本人の意思決定と治療選択の実際」

演者：岩手医科大学医学部内科学講座

脳神経内科・老年科分野　講師　石塚　直樹　先生

講演会・研修会

　　　　　　　　　　経口GLP-1受容体作動薬への期待」

　　演者：かねこ内科クリニック　院長　金子　能人　先生
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‒１０／１８（水）		紫波郡医療介護連携	ACP研修会

ொใަྲྀؗ�ϋΠϒϦοτɹ̍̔ࢵ ɿ̏ ̌ɹࢀՃ̑ ໊̕

座長：加藤胃腸科内科医院　院長　加藤　博巳　先生

演題　「ポスト健康寿命期のための心積もりとACP」

演者：岩手保健医療大学臨床倫理研究センター長　清水　哲郎　先生

‒１１／１４（火）紫波郡医療介護連携 ＩＣＴ研修会

ொใަྲྀؗ�ϋΠϒϦοτɹ̍̔ࢵ ɿ̏ ̌ɹࢀՃ̐ ໊̓

座長：野崎内科・神経内科医院　院長　野崎　有一　先生

講演1　「八戸地域でのICTを活用した情報共有と連携」

演者：医）はちのへファミリークリニック（NPO法人Reconnect）

理事長・院長　小倉　和也　先生

講演2　「MeLL+（メルタス)を活用した多職種連携の実際」

演者：八戸医療生活協同組合　

生協ケアプラン・かいごの相談室　所長　瀬川　祐介　氏

講演3「八幡平市立病院における医療介護連携の取り組み」

演者：八幡平市立病院地域医療連携室

　主任兼社会福祉士　武内　晶　氏

‒１１／１６（木）紫波郡医師会共催講演会

ͺʔ͘�ϋΠϒϦοτɹ̍̕ ɿ̌ ̌ɹࢀՃ̏ ໊̎

座長：せき内科胃腸クリニック　院長　関　英政　先生

講演1　「当院でのCKD診療」

演者：三愛病院附属矢巾クリニック泌尿器科

科長　鈴木　徹　先生

座長：三愛病院附属矢巾クリニック　院長　藤島　幹彦　先生

講演2　「CKDと血尿：両診療ガイドライン

-2023年度版から考える」

演者：岩手医科大学医学部内科学講座

　腎・高血圧内科分野　講師　吉川　和寛　先生

‒１１／２９（水）糖尿病性腎症重症化予防研修会

Ξʔτϗςϧ�ϋΠϒϦοτɹ̍̕ ɿ̌ ̌ɹࢀՃ̎ ໊̏

座長：せき内科胃腸クリニック　院長　関　英政　先生

演題　「糖尿病性腎症重症化予防に向けた検査と薬物治療」

演者：岩手医科大学医学部内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌内科分野

教授　石垣　泰　先生
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には、本人や家族が老い衰えていく時期をどう暮らしていこうかと元気な時から心積りす

ること、さらに医療や介護をどうするかについて、本人を中心とした関係者たちがＡＣＰを

進めて、暮らしとケア（ここでは「ケア」を医療も含む意味を持つ語とします）について

話し合い、合意形成を心掛けることが期待されます。こうしたことについていくつかのポ

イントを提示します。

１．エンドオブライフ・ケア* （ＥＯＬＣ）とアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）
　英国のナショナル・ヘルス・サービス（ＮＨＳ）はＥＯＬＣを「人生の最後の数ヶ月ない

し数年の段階にある人々へのサポートである」と定義し、かつ、その時期について「本人

が必要とする時に始めるのが適切であり、数日間で終わることもあれば、数ヶ月間、数年

間にわたって続くこともある」としています1)。そして、ＥＯＬＣを実施するに際して重要

な留意点として「ケア提供者は本人にその願いや好みを聞き、ケアのプランを立てようと

して本人と一緒に検討する際に、それらを考慮」することを挙げています1)。ここで「ケ

アのプランをたてるための検討」一般をＮＨＳは「ケア・プランニング」と呼び、それの

下位区分一つとして、「本人の意思決定を進める能力が失われた場合に備えて」予め（in 

advance）しておくケア・プランニングを「アドバンス・ケア・プランニング」（以下、Ａ

ＣＰ）としています2)。 

　ＡＣＰ自体は話し合いのプロセスを指していますが、その結果できるものとして一般には、

従来のリビング・ウィル（死が近い状況で、心肺停止時の心肺蘇生、人工呼吸、人工的水分・

栄養補給等について「して欲しい・して欲しくない」を予め意思表示したもの）や代理人

指名（自分が意思決定に参加できなくなった時に代わりに参加してもらう人を予め決めて

おくこと）が考えられています。が、ＮＨＳはこれらに先立って「事前希望表明」（Advance 

❖ 紫波郡医療介護連携ACP研修会

ηϯλʔɹɹڀݚखอ݈ҩྍେֶྟচྙཧؠ

センター長 清　水　哲　郎 先生

健康寿命期のための心積もりとＡＣＰ

　高齢者ケアの領域では、現在「健康寿命の延伸」、つまり日常

生活が自立した時期をできるだけ長くすることに関心が集まって

います。しかし、たとえ生命に関わるような疾患に罹らなくても、

老いによる衰えは遅かれ早かれ進行して、いつか介助が必要とな

るものです。私は、そのような時期を「ポスト健康寿命期」と呼び、

ここを「老いによる人生の最終段階」と見ることを提唱しています。

この時期にある高齢者が最期まで自分らしく、充実した日々を前

向きに生きられるようにサポートすることが重要です。そのため

ྩ̑ ̍ ݄̌ ̍̔ ʢਫʣԙɿࢵொใަྲྀؗ
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Statement）をすべての人に勧めています２)。これは本人が人生の最終段階においてどのよ

うな日々を望み、どのようなことをして欲しいかを予め自由に表明しておくもので、「毎日

一回はビバルディの『四季』を聞かせて欲しい」といったことでも良いのです。このよう

な本人の希望中心のＡＣＰは日本にもよく馴染むのではないでしょうか。医療側が知りたい

ことばかりを聞かないで、本人から発する希望を聴くことに重点をシフトすると良いので

はないかと思う次第です3)。

２.《老いによる弱さ》 の進行
　古来、人は老いを「衰える」、「弱くなる」といったこととして理解してきました。老年

医学も弱っている状態を　frail(形容詞)と、「弱っている」と判断する時に注目しているこ

と（＝弱さ）をfrailty(名詞) という用語を使って研究対象にしています。ここでこの領域

で2通りの「弱さ」の用法がありますので、誤解を避けるために説明しておきます。

(1)「自立している」と「介護を要する」の中間状態である「フレイル」
　日本老年医学会は海外の研究の一つの流れを受けて、自立した状態（健康寿命）から足

腰の弱さが進んで、脆弱な状態になり（＝フレイル）、放置すると要介護になるが、ここで

リハビリや食生活に気を付ける等の対応で自立状態への回復が可能である、という状態を

「フレイル」と呼ぶよう提唱しています４)。フレイルは「できる」と「できない」の中間状

態であるとも説明されます。そこでフレイルという状態よりも弱さが更に進む（「できない」

になる）と、もうフレイルではなく、「障害」「要介助／要介護」といった用語が使われます。

こうした用語法は、「フレイル予防により健康寿命の延伸を図ろう」というような文脈で使

われています。 

(2) 進行する「弱さ」（frailty：老弱）
　日本語の用語「フレイル」の以上の用法とは別の用法が英語にはあります。それは「老

弱(frailty)は進行し、要介護も老弱が進んだ状態であり、遂には死に至る」というものです。

疾患の進行に伴い身心の機能が下がっていく図（リンの図などと称されます）をご覧になっ

たことがあるのではないかと思います5)。この図は疾患の軌跡（トラジェクトリー）を描い

たものになりますが、がん疾患、臓器不全と並んで老弱（frailty）のトラジェクトリーが示

されています。これはまさにfrailty が進行し、死にいたるもので、長期にわたって緩い右

下がりのグラフになります。

　さて、老弱を進行するものと見ると、進行の程度を計る国際的に共通の尺度が研究のた

めにも臨床応用のためにも欲しくなります。そしてそれは「臨床的老弱度スケール」(Clinical 

frailty scale)としてすでに使われています6) 7）。これには９つのステージがありますが、そ

のうち４番目から８番目までが、老弱の進行の諸段階にあてられています。この限りでは、

認知症を伴わない場合についての尺度ですが、同スケールの作成者は、認知症が進むこと

による老弱の進行程度も付記しており、これを併用することにより、老いによる弱さの進

行程度を臨床的に判別し、治療・ケアに活かすことができるでしょう8) 9）。

3．ポスト健康寿命期はどのくらいの長さだと言えるか
　最後に、健康寿命が終った後、私たちはどのくらいの期間、介助されながら生きること
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になるかについて見ておきましょう。

　厚生労働省のサイトでは、この期間を平均寿命と健康寿命の差として計算しています10)。

それによると２０１９年には男性は平均寿命８１.４１歳、健康寿命（平均）７２.６８歳ですから、

ポスト健康寿命期は差し引き８.７３年と計算されます。同様にして女性は、平均寿命８７.４５

歳、健康寿命７５.３８年で、差し引き１２.０６年となります。行政等も現在この考え方で見積もっ

ている場合が多いでしょう。

　実は、上記サイトでは長らく２０１０年のデータを使って以上と同様の説明をしていました。

私はもっと新しいデータに更新したかったので、ＷＨＯのデータを使って計算してみました

（表1 参照）11)。この場合、例えば平均寿命は「誕生時の寿命の見込み」を見ることになり

ます。そうすると、ポスト健康寿命期は２０１９年で男性８.９年、女性１１.４年と、先の厚生労

働省のサイトとまあまあ同様の数字になったのです。

　ところで、表1にありますように、ＷＨＯ のデータには、平均寿命と健康寿命について「６０

歳時の見込み」というものもあったのです。これは、６０歳まで生きた人が今後どのくらい

生きる見込みか、また、６０歳までずっと健康寿命であった人が、今後どのくらい健康寿命

であり続ける見込みかという平均値でしたが、これでポスト健康寿命期の見込みを計算す

ると男性５.１歳、女性６.８歳で、先の厚生労働省の数字やＷＨＯの誕生期の見込みと比べると、

大分異なる数字です。この差の由来は、平均寿命については誕生時と６０歳時とで２歳ほど

しか延びていませんが、健康寿命については６歳も延びており、ポスト健康寿命期が差し

引き４年ほど縮まったためだと分ります。言い換えると、誕生時の健康寿命の見込み平均

値には、０歳から６０歳までに傷病により介助が必要になった方のデータも計算に入ってい

て、健康寿命の見込み値を（６０歳時のそれに比して）６歳も下げています。６０歳時の健康

寿命の見込みにはそうしたデータは入っていないので、６０歳以降の健康寿命の終り方にも、

老いによる弱さの進行によるほかに、事故や疾患による場合も含まれるとはいえ、誤差は

大分少なくなっていると言えるでしょう。

　更に東京都はさらに５歳加えて６５歳の時点での今後の見込みを、要支援、要介護認定者

の実数を基に計算しています12)。また、平均寿命の見込みを「健康寿命の平均＋要支援な

いし要介護期間の平均値」として計算しているところが特徴的です。健康寿命の終りをど

こにするかについては、「要支援１と認定された時点」と「要介護２と認定されたら時点」

という２通りの場合を示しています（表２）。いずれもポスト健康寿命期の長さについてこ

れまで流布していたものに比して相当短い数値になっています。

表1 WHOの統計による平均寿命および平均健康寿命（日本の部分）

誕生時の寿命の見込み 誕生時の健康寿命の見込み
誕生時のポスト健康寿命期の見込み
（平均寿命－平均健康寿命）

年 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
2019 84.3 81.5 86.9 74.1 72.6 75.5 10.2 8.9 11.4
2015 83.6 80.7 86.4 73.6 72 75.1 10 8.7 11.3

60歳時の寿命の見込み*2 60歳時の健康寿命の見込み*2
ポスト健康寿命期間

60歳時の見込み

年 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
2019 86.3 83.9 88.6 80.4 78.8 81.8 5.9 5.1 6.8
2015 85.9 83.4 88.1 80 78.4 81.5 5.9 5 6.6

*1 寿命および健康寿命の見込みはWHO(2020)11)のデータを使用。ポスト健康寿命期はWHOデータに基づき計算し
た、参照文献9に掲載した表を1部割愛して転載した。

1
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　ポスト健康寿命期の始まりについては、私は要介護１になった時点で線引きしたいので

すが、その点は今後の課題として、ＷＨＯの６０歳時の見込みと比べると、６５歳時に視点を

おく東京都のデータはより実情に近いのではないでしょうか。また、人生の最後のひとま

とまりのステージとして、ポスト健康寿命期を人生の最終段階（エンドオブライフ）と見

ることが適当ではないでしょうか。

　岩手県紫波郡の臨床に携わっている皆様はどう思われますか。

参照文献

1)National Health Service, What end of life care involves.  https://www.nhs.uk/conditions/end-of-life-care/what-

it-involves-and-when-it-starts/　　（2023.8.2 確認）

2)NHS, National end of life care programme: Capacity, care planning and advance care planning in life limiting 

illness: A Guide for health and social care staff. 2008 　　http://www.ncpc.org.uk/sites/default/files/ACP_

Booklet_June_2011.pdf (2023.12.24 確認)

3)清水哲郎, 医療・ケア従事者のための哲学・倫理学・死生学, 医学書院, 2022

4)日本老年医学会, フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント, 2014年5月.

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20140513_01_01.pdf （2023.8.2 アクセス）

5)Lynn J, Perspectives on care at the close of life: Serving patients who may die soon and their families, JAMA 

285 (7), 925-932, 2001.
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7)会田薫子, 高齢者のためのACP: frailty の知見を活かす, 清水哲郎・会田薫子・田代志門編著, 臨床倫理の考え方

と実践：医療・ケアチームのための事例検討法, 110-118, 東京大学出版会, 2022

8)清水哲郎, 認知症の方の最善を考えることと意思決定支援, 看護技術 68(6):4-14, 2022

9)清水哲郎, 高齢者ケアの現場で《生・死》と《老い》を哲学する：臨床死生学的考察，老年精神医学 34(9)：

824-834 　

10)佐藤敏彦, 平均寿命と健康寿命, 2022.12.5更新, 

　  https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/hale/h-01-002.html#:~:text=2019

11)WHO, Life expectancy and Healthy life expectancy：Data by country, 2020

     https://apps.who.int/gho/data/view.main.SDG2016LEXv?lang=en　（2023.11.23 確認）

12)東京都, 令和３年　６５歳健康寿命算と６５歳平均障害期間（都区市町村の状況）：令和3年　都内各区市町村の

６５歳健康寿命，https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/plan21/65kenkou.html　（2023年12月確認）

表２　東京都による65歳健康寿命と65歳平均障害期間（2021）

要支援１で線引きした場合

東京都
男性 女性

65歳健康寿命 65歳平均障害期間 65歳健康寿命 65歳平均障害期間
81.37 3.34 82.99 6.66

要介護２で線引きした場合

東京都
男性 女性

65歳健康寿命 65歳平均障害期間 65歳健康寿命 65歳平均障害期間
83.01 1.69 86.19 3.47

東京都「令和3年都内各区市町村の65歳健康寿命」に基づいて作表した。
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/plan21/65kenkou.html（2023,11.30確認）

1
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で禁煙を勧めます。さらに、慢性腎臓病の進展を阻止するために疲労を起こさない程

度の定期的な運動を勧めます。

　食事管理も大切で食塩制限は腎機能保護に重要です。

　ＣＫＤ診療ガイドライン２０２３（以下　ＣＫＤ ２０２３）でもＣＫＤ患者において高血

圧と尿蛋白が抑制されるため、６g/日未満の食塩摂取制限を推奨すると記載していま

す。当院では日本高血圧学会　減塩・栄養委員会が推奨するスポット尿での食塩摂取

量推定ツールを用いて算出しています。一日あたりの食塩摂取量６g未満を目標に減塩

指導に取り組んでいます。

　当院では管理栄養士が常勤しており、食塩制限、蛋白質制限、カリウム制限、エネ

ルギー制限などで食事分析や栄養指導を行っています。

　血圧管理も重要です。ＣＫＤを進行させない降圧目標は１３０/８０mmHg未満になりま

す。ＣＫＤ患者への降圧薬は年齢や尿蛋白の有無、ＣＫＤ stageを参考にして選択して

います。

　貧血管理としてはＨb １１～１３g/dLを目標にしています。

　鉄欠乏があれば鉄剤投与を先行させ、必要時はＥＳＡやＨＩＦ-ＰＨ阻害薬を投与して

います。

　尿酸値の目標は６.０mg/dＬ以下とし、フェブキソスタットを用いて尿酸低下療法を

行っています。

　脂質管理としてはＬＤＬ-Ｃ １２０mg/dＬ以下を目標にスタチンやエゼチミブを投与し

ています。

❖ 紫波郡医師会共催講演会

ՊثΫϦχοΫൻۊѪපӃෟଐࡾ

Պ� 鈴　木	　　徹	先生

当院でのＣＫＤ診療

ྩ̑ ̍ ݄̍ ̍̒ ʢʣ̍ ɿ̌̕ ɹ̌ԙɿۊொͺʔ͘

　慢性腎臓病（ＣＫＤ）の危険因子には高血圧、糖尿病、脂質異

常症、肥満、喫煙、腎臓病の家族歴など様々なものが関与し

ています。

　ＣＫＤ患者に対しては検尿、採血そしてＵＳ/ＣＴでの尿路ス

クリーニングを施行し、水腎症の有無やＡＤＰＫＤ、無形性や

低形成腎、腎萎縮の状況などを把握します。次に生活習慣の

改善や食事指導を行います。

　喫煙は慢性腎臓病を発症、また進展させる危険因子ですの
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ＣＫＤ-ＭＢＤ管理としてはＣＫＤ-ＭＢＤガイドラインを参考に補正Ｃa ８.４～１０.０

mg/dL、Ｐ ２.５～４.５mg/dＬ、intact-ＰＴＨ ６５pg/mＬ未満を目標として活性型ビタミ

ンＤ製剤等で調整しています。

　代謝性アシドーシスの管理としては、ＣＫＤ Ｇ３b期から血液検査に静脈血ガス分析

を加え、ＨＣＯ３- が２２mmol/Ｌ未満となったら炭酸水素ナトリウムを一日当たり１.０

～１.５gから開始しています。

　球形吸着炭は、ＳＧＬＴ２阻害薬の投与が難しい高齢者やＣＫＤ Ｇ４-５患者等に投与

しています。

　ＤＫＤの治療としては、従来のＡＣＥ阻害薬/ＡＲＢの他に、近年ＳＧＬＴ２阻害薬が使

用可能となりeＧＦＲ低下速度（ΔeＧＦＲ）が大幅に改善されました。ＤＡＰＡ-ＣＫＤ

試験において、ダパグリフロジン１０mgは主要評価項目（心腎関連イベント）の相対リ

スクを３９％、総死亡の相対リスクを３１％低下させたと報告されました。

　ＤＫＤ治療において、ＳＧＬＴ２阻害薬は非常に有用な薬であり、ΔeＧＦＲも大幅に

減少しましたが残余リスクはあります。

　更なる治療として、ＫＤＩＧＯ ２０２２では新規MR拮抗薬、ＧＬＰ- １受容体作動薬が

追加されました。新規ＭＲ拮抗薬（フィネレノン）は、ミネラルコルチコイド受容体（Ｍ

Ｒ）の過剰活性化をブロックすることで腎臓の炎症や線維化を抑制します。今後は当

院でも新規処方予定です。

　最後に、当院では動画での腎臓病教室を始めました。ＱＲコードを載せますので紫波

郡医師会の先生方も一度視聴していただき忌憚のないご意見をいただけたら幸いです。

※←QRコードを読み取り
　　動画をご覧いただけます。
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❖ 紫波郡医師会共催講演会

ѹՊ݂ߴɹਛɾ࠲ߨखҩՊେֶҩֶ෦Պֶؠ

ࢣ�ߨ　　 吉　川　和　寛	先生

「ＣＫＤ」と「血尿」

両診療ガイドライン２０２３年版から考える

　本邦における腎臓内科医への道は、新専門医制度でも大き

くは変わらず、先ずは基本領域専門医として「日本内科学会

内科専門医」を取得し、その後サブスペシャリティ領域専門

医として「日本腎臓学会腎臓専門医」を取得する、という２

段階方式となっている。岩手県は腎臓専門医数全国最少（２４

名：２０２０年５月統計）であったが、当科から新規の腎臓専門

医が４名誕生し、これを脱した。

　「死」までの道のり（trajectories of dying）1)の中で、腎臓内科は特にorgan failure

として「腎不全」、その後「透析（腎臓【ない】科）」すなわちfrailtyというphaseを、

加えて腎移植に至ると再度organ failureのphaseに戻るという、極めてlong spanの患

者管理を担当する。これは日本腎臓学会が「腎臓専門医が取り扱う領域」として１）

慢性腎臓病の診断・治療と腎代替療法への導入、２）腎代替療法を受けている患者の

マネジメント、３）急性腎障害の治療、４）高血圧、腎血管疾患の診断・治療、５）

水電解質、酸塩基平衡異常の診断・治療、として定義している通りである。

　わが国の透析患者数は引き続き増加しており（２０２１年末現在約３５万人）、国は「２０２８

年までに新規透析導入数を３５,０００人以下に減少させる」ことを目標に掲げている。

２０２１年には新規透析導入患者数は減少に転じ、死亡透析患者数が増加に転じたことを

も鑑みると、総透析患者数の減少がようやく現実味を帯びてくる。

　本年（２０２３年）、当科も関与して「エビデンスに基づくＣＫＤ診療ガイドライン

２０２３」と「血尿診断ガイドライン２０２３」の２つが改訂された。ＣＫＤ診療ガイドラ

インでＣＱ（Ｃlinical Ｑuestion)が大きく増えたのは生活習慣と薬物投与/薬物治療の

章で、前者では口腔ケア、便通管理、適度な睡眠時間の確保、ワクチン接種の意義な

どが謳われ、後者ではＣＫＤ Ｇ４/Ｇ５患者でのＲＡ系阻害薬を一律には中止しないこ

とや、ＰＰＩの長期的併用は治療上必要な場合のみ使用することが提案され、シックデ

ྩ̑ ̍ ݄̍ ̍̒ ʢʣ̍ ɿ̌̕ ɹ̌ԙɿۊொͺʔ͘
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イにおける薬物（例：ＮＳＡＩＤs、ビグアナイド、ＳＧＬＴ２阻害薬）の中止などにつ

いても言及された。他、ＣＫＤの定義や用語に関する修正、０.５g/日以上の蛋白尿もし

くは蛋白尿・血尿とも陽性の場合には腎生検を考慮すること、ＣＫＤリスク因子に対し

多面的に介入すること、降圧目標（診察室血圧）と推奨降圧薬、ＳＧＬＴ２阻害薬やミ

ネラルコルチコイド受容体拮抗薬の使用、多職種による生活習慣に関する教育的介入

および腎代替療法の説明・教育、保存期ＣＫＤ患者の目標Ｈb下限値が１０ g/dLに引き

下げられたこと、ＣＫＤ-ＭＢＤに対するＣa非含有Ｐ吸着薬の使用、ＡＤＰＫＤ患者に

おいて５０歳未満でeＧＦＲ＞６０mL/分/1.７３m2かつ忍容性のある患者に限って血圧１１０

/７５ mmHg未満の厳格な降圧療法の実施、など多数盛り込まれた。

　血尿診断ガイドラインは２０１３年以来の改訂であるが、大半がＢＱ（Ｂackground 

Ｑuestion）でＣＱはわずか３つ（内科領域１つ、泌尿器科領域２つ）となった。基本

的に糸球体性血尿を腎臓専門医、非糸球体性血尿を泌尿器科専門医へ紹介するが、診

断や対応に苦慮する際には双方向にコンサルトを行うことが明記された。

【参考文献】

1)      Lunney JR, et al. J Am Geriatr Soc; 50(6): 1108-12, 2002.

〈 第１会場 〉

〈 第２会場 〉
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「糖尿病学会」と「日本糖尿病協会」などは糖尿病の新たな呼称として英語の病名に

基づいた「ダイアベティス」とする案を発表した。糖尿病は血糖値が高い状態が続い

て、悪化すると腎臓病や失明、神経障害などにつながる病気で、国内の患者はおよそ

１０００万人以上とされている。2つの団体では、現在の糖尿病という病名は糖が尿に出

ない患者も多く症状を正確に表していないうえに「尿」という言葉が不潔なイメージ

につながり誤解や偏見を生んでいるなどとして、新たな呼び方を検討していた。その

結果、学術的に正しく、国際的にも受け入れられやすいことなどから英語の病名をカ

タカナにした「ダイアベティス」という呼称とする案でまとまった。一方で病名自体

の正式な変更はすぐには難しいことから今には後１年程度をかけて、患者や行政をは

じめ社会全体の合意を得ていきたいとしている。

　ステイグマとは一般に「恥・不信用のしるし」「不名誉な烙印」を意味する。ある特

定の属性により、言われない差別や偏見の対象となる。糖尿病の場合には、例えば生

命保険に加入できない、住宅ローンを組めない、結婚の障壁になる、就職に不利にな

る、などがあげられる。なぜステイグマが生じるかというと、治療手段が限られてい

た過去のイメージが定着してしまい、事実とは異なるイメージが独り歩きすることな

どが考えられる。たとえば「糖尿病に罹患すると寿命が１０年短くなる」というのは医

療従事者もよくいっていた。しかし実際には糖尿病患者と一般人口の平均余命にはほ

とんど差がないことが報告されており糖尿病治療の進歩とともに予後は大きく改善し

ており、われわれ医療従事者がまずは正しい認識を持つ必要がある。そして誤ったイ

メージを払拭し、いわれなき差別には不当であると社会に対して発信していかなけれ

ばならない。一般的にステイグマは、明らかな力関係があるときに生じるといわれて

いる。医療従事者―患者関係は上下関係になりやすく、関係性の構築が非常に重要に

❖ 紫波郡医師会共催講演会

「糖尿病性腎症重症化予防に向けた検査と薬物療法」

ྩ̑ ̍ ݄̍ ̎̕ ʢਫʣ̍ ɿ̌̕ ɹ̌ԙɿΞʔτϗςϧ

　令和５年１１月２９日アートホテルにて「糖

尿病性腎症重症化予防に向けた検査と薬物治

療」と題して講演伺った。冒頭、「糖尿病」と

いう呼称の変更に関する問題、糖尿病に対す

る「ステイグマ」の問題についても解説いた

だいた。　

　糖尿病に対する誤解や偏見を払拭しようと

座長：		せき内科胃腸クリニック

院長　関　　	英	　政	先生

岩手医科大学医学部内科学講座
糖尿病・代謝・内分泌内科分野

教授　石　	垣　	　泰 先生
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なる。医療従事者が使う言葉についても慎重に選ぶよう提言がなされており、例えば

「療養指示」、「糖尿病なんだから」、「血糖コントロール不良」、「理解力が足りない」、「治

そうとする意識が低い、意思が弱い」などの言葉は避けるように提言されている。糖

尿病とともに生活する人々の気持ちを削いだり、恐れや罪の意識を負わせることは避

けなくてはならない。

　「糖尿病性腎症重症化予防」に関しては、腎症の進展と病期分類は臨床的に尿中アル

ブミン排泄量と糸球体濾過量（e-ＧＦＲ）によって評価する。その他尿沈渣、腎不全の

評価としてこれらの検査に加え、血清電解質（Ｋ,Ｃa,Ｐ,Ｍg）等の検査が必要となる。

糖尿病性腎症の糸球体機能あるいは組織変化は、一般的には尿中アルブミン排泄量の

増加としてとらえられ、随時尿で３０mg/gクレアチニン未満を第１期（腎症前期）とし、

これを超えると腎臓に機能あるいは組織障害があるとされ、第２期（早期腎症期）と

判定される。さらに３００mg/gクレアチニン以上になると定性検査による尿蛋白持続陽

性状態となり第３期（顕性腎症期）と判定される。e-ＧＦＲが３０ml/分/１.７３㎡未満に

なると第４期（腎不全期）とする。腎不全が進行し透析療法に至った状態を第５期（透

析療法期）とする。ただし、すべてがこのような臨床経過をたどるとは限らず、e-ＧＦ

Ｒと尿中アルブミン値が乖離する例が増えている。

　腎症の発症や進展予防に対して食塩摂取量は高血圧合併や顕性腎症の場合は１日６g

が推奨される。タンパク質摂取量に関しては上限をエネルギー摂取量の２０％未満とす

ることが望ましいとされている。顕性腎症：第３期の場合、低タンパク質食を０.８～１.０

g/kg目標体重／日を考慮する。

　肥満是正、禁煙、血糖、血圧、脂質の管理は重要であるが、血糖降下薬に関しては

近年ＳＧＬＴ２阻害薬が腎機能低下や末期腎不全への進行を含む腎複合エンドポイント

に対するリスクを有意に低下させることが報告されている。またＧＬＰ-１受容体作動

薬も顕性アルブミン尿の発症および持続を有意に抑制することが示唆されている。高

血圧合併例では微量アルブミン尿、タンパク尿がない場合はＲＡＳ系、ＡＣＥ,ＡＲＢ阻

害薬、Ｃa拮抗薬または利尿薬ＡＲＢまたはＡＣＥ阻害薬を選択することが推奨されて

いる。

　２型糖尿病の薬物療法に関しては病態に応じた治療薬の選択の推奨を一歩進め、①

日本人２型糖尿病の病態に合った薬物選択を行えること、②わが国における２型糖尿

病を持つ人の処方の実態を反映したものであること、③心臓病や腎臓病などの考慮す

るべき併存症がある場合にはそれらに対する効果を期待することをコンセプトとし、

実践的な２型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムが２０２２年９月に作成された。２型糖

尿病の人にとって最も重要な「安全に血糖を下げること」を最優先として、最初のステッ

プで病態に応じた薬剤の選択、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性の評価を行う。

２型糖尿病の病態をある程度判断できる指標として肥満の有無が採用された。ＢＭＩ２５

㎏ /㎡以上であればインスリン抵抗性を想定する。ＢＭＩ以外にもインスリン抵抗性を想

定できる指標としてウエスト周囲径（男性８５cm以上、女性９０cm以上）が挙げられ

るが、インスリン抵抗性が病態の主体である人における候補薬剤としてはビグアナイ
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ド薬、ＳＧＬＴ２阻害薬、チアゾリジン薬、さらにインスリン分泌促進作用を有するもの

の体重減少効果が期待できるＧＬＰ- １受容体作動薬、インスリン抵抗性の改善作用が

想定されているイメグリミンが候補になる。ＢＭＩ２５未満の非肥満はインスリン分泌不

全が病態の主体であることから、インスリン分泌促進作用がある薬剤を中心に選択す

る。ＤＰＰ-４阻害薬は高齢者への処方例がきわめて多く、安全性と有効性の観点から非

肥満２型糖尿病ではよい適応と考えられる。ＳＵ薬もインスリン分泌促進薬であり、適

応となるが、低血糖のリスクが高く、特に高齢者などではその適応は慎重に判断する

必要がある。食後高血糖が顕著な人に対してはグリニド薬やα-ＧＩが候補となる。ま

たメトフォルミンは日本人においては非肥満でもその血糖改善効果は同程度であるこ

とから非肥満例でも候補の一つになる。

　安全性への配慮としてアルゴリズム本体とは別に各薬剤の血糖降下作用の強さ、低

血糖のリスク、各種臓器障害（腎障害、肝障害、心血管障害）等を有する人における

注意すべき点を示した。さらに考慮すべき２型糖尿病を持つ人の背景として、服薬継

続率と費用がアルゴリズムだは取り上げられておる。薬剤の服薬が煩雑なものは継続

率が低いことが知られており服薬回数をなるべく減らし、一包化や合剤の使用を含め

た服薬管理が重要と考えられている。また各種糖尿病治療薬の薬価はまちまちで、高

価な薬剤を選択することは糖尿病を持つ人の大きな負担となるため配慮が必要になる。

　２型糖尿病は遺伝的な要因と環境要因の関わり、インスリン分泌不全とインスリン

抵抗性の関わりが一人ひとり違うなかで多くの糖尿病治療薬が発売され、治療の選択

肢が増えてきたが、一方でどのように薬剤を選ぶかが難しい時代になってきた。この

様な状況で治療薬を選択する助けとなるアルゴリズムが発表されたことは最適な糖尿

病治療を受けることに役立つこととなる。

(文責　関　英政)

※紫波町・矢巾町担当者も参加
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渡辺内科医院　渡　邊　立　夫

「チャンピオン」

　私の高校の同級生だったＴ君が、５期務めていたＭ市長選挙に敗れた。

　今回の選挙は、多選批判もあり劣勢を予想されていた。選挙前、毎月ある同級会

では、口さがない同級生からも露骨に「もうやめろ」という声も聞かれたが、彼は

何時ものように「うるせいわ」と漫才のような掛け合いをしていた。でも、その横

顔は一寸だけ寂しげだった。

　選挙は、惜敗ではなく惨敗であった。

　選挙結果を報道するテレビの前で、私の頭の中ではアリスの「チャンピオン」の

曲がガンガンと流れていた。「今、あいつはチャンピオンだ」と胸が熱くなった。

　引退することもできたのに、諸般の事情もあったと思うが彼は逃げなかった。負

けると分かっている喧嘩も、時にはやらねばならない時もある。彼は逃げずに、あ

えて戦い敗れることを選択した。天晴れな負けっぷりだった。

　やっぱり君はチャンピオンだ。同級生として尊敬に値する。この２０年間お疲れ

さんでした。これからも楽しく飲もう。

アリス～チャンピオン～

つかみかけた 熱い腕を

振りほどいて 君は出てゆく

わずかに震える 白いガウンに君の

年老いた 悲しみを見た

リングに向かう 長い廊下で

何故だか急に 君は立ち止まり

ふりむきざまに 俺に こぶしを見せて

寂しそうに 笑った

やがてリングと拍手の渦が

一人の男をのみこんで行った

You’re king of kings
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表　 彰
˒�ྩ5ؠखݝҩࢣձදজʢҬޭ࿑ʣʢྩ݄̑̓̕ʣ

みちのく療育園メディカルセンター	 川　村　みや子 先生

	 	 南昌病院	 小　原　　　進 先生

	 	 南昌病院	 市　川　　　隆 先生

ふるだて加藤肛門外科クリニック	 加　藤　典　弘 先生

	 	 	 田　金　順　弘 先生

˒ྩ5ࢵொදজʢຽੜޭ࿑ʣʢྩ̑̍̍ ݄̍̎ ʣ

	 	 	 	 足　澤　國　男 先生

˒ྩ5ࢵொදজʢڭҭจԽޭ࿑ɾֶߍҩʣʢྩ̑̍̍ ݄̍̎ ʣ

はこざき脳神経外科クリニック	 箱　﨑　誠　司 先生

要望書の提出

「帯状疱疹ワクチン接種助成及び
																				医療介護連携ICT化への協力依頼」

紫波町令和５年７月１０日 矢巾町令和５年７月６日
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編集後記

　薬局の棚が空いている状況は、想像もしていませんでした。先生方も処方に必要な薬が

不足しているために、診療に影響が出ているのではないでしょうか。

　医薬品の不安定供給は、ジェネリックメーカーの製造工程上の不正により、令和3年以

降、業務停止命令等の行政処分が相次いだことと重ねて、新型コロナウィルス感染の流行

によって需要が増したことで今尚続いております。

　メーカー側も供給制限や販売停止等を余儀なくされ、供給不足の状況は現在回復できて

いません。厚生労働省によると、入荷不足の品目数は3,000以上と見ているようです。医療

用医薬品全体の2割にあたるとのことです。メーカー側にとっても原薬価格の上昇、薬価の

引き下げ、人件費の上昇、多品目少量生産など採算性の低下もあり、厳しい事情があるの

も確かです。ここ数か月で改善するとはとても思えないのが現状です。

　政府、厚生労働省には、早期に解決策を示していただき、より良い医療が提供できるこ

とを望むばかりです。

　先生方の投稿（エッセイ・表紙の写真・絵画などなんでも構いません）を随時お待ちし

ております。ご意見・ご要望がございましたら医師会事務局までお寄せください。

Ｅ．肌クリニック不来方　遠藤直樹

ऀߦձɹɹൃࢣҩ܊ࢵɹߦൃ ɹଜɹफɹ

ฤ ू ҕ һ ԕɹ౻ɹɹथ

ૣɹࡔɹɹɹ࿕

【事務局】〒０２８－３６１４ 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第５地割３３５番地
TEL（019）611－2211 FAX（019）611－ 2216
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〒020-0024　盛岡市菜園二丁目8番20号　岩手県医師会館内

身の回りには危険がいっぱい！  以下に心当たりはございませんか？

少しでも気になることがございましたら、保険部へご相談ください。

水害・地震で建物に被害があった場合、補償されるの？
一年前に入院して完治。保険に加入できないの？
コロナウイルスに感染した場合の補償はないの？
福利厚生を充実させる商品はないの？

岩手県医師会会員の方、いわて医協組合員の方、専用の割引制度あり

TEL.019-626-5550
FAX.019-626-3883

担当：高島・目黒

■162×80mm




